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告 示

北海道告示第６８９号

昭和４７年北海道告示第３３８９号（農業振興地域の指定）の一部を次のように改正する。
その農業振興地域の区域を表示した図面は、北海道農政部農業経営局農地調整課並びに関
係総合振興局に備え置いて縦覧に供する。
平成２３年１１月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
美唄地域の事項中「平成８年美唄市告示第３０号」を「平成２３年美唄市告示第８２号」に改め、
「、北海道営林局岩見沢営林署美唄苗畑事業所の区域」を削る。
陸別地域の事項中「、１０２林班の１から５小班）の区域及び」を「、１０２林班の１から５小
班、１１７林班（字サクシュリクンベツ６２番の一部及び６３番の一部を除く。）の２４小班の一部
及び４６から５３小班）の区域並びに」に改める。

北海道告示第６９０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、留辺蘂土地改良区から、
次のとおり役員の就任の届出があった。
平成２３年１１月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２３．１０．１７ 監 事 多 田 佳 継 北見市留辺蘂町旭１区２７８番地１

北海道告示第６９１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２３年１１月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 二海郡八雲町上の湯８３の１
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道渡島総合振興局産業振興部林務課及
び八雲町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６９２号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年１１月２２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 爾志郡乙部町字元町２８８の１地先（国有林。次の図に示
す部分に限る。）、２８８の１・３３１・３３１の２（以上３筆に
ついて次の図に示す部分に限る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
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ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び乙部町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６９３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２３年１１月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
山越郡長万部町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 飛砂の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

広尾郡大樹町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６９４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道渡島総合振興局函館建設管理部に
備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２３年１１月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 森インター線 茅部郡森町字森川町３１７番９２地先から 平成２３．１１．２６

同郡森町字森川町３１７番４地先まで

北海道告示第６９５号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災

害特別警戒区域として指定する。

平成２３年１１月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

�別上�別町２（	－０－４５０－４５０）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

�別市上�別町（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊


 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

�別西�別町１（�－０－４０６－４０６）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

�別市西�別町（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊


 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

�別西�別町２（�－０－４０７－４０７）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

�別市西�別町（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
�別西�別町５（�－０－２８８－２８８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
�別市西�別町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊


 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
�別西�別６（�－０－２９０－２９０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
�別市西�別町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊


 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
７号沢川（	－０５－１３００）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
�別市�別、西�別町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流


 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
安藤の沢川（	－０５－１５３０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
�別市上�別町、東頼城町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流


 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
三井�別沢川（�－０５－１３１０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
�別市�別、西�別町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流


 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
三井�別上の沢川（�－０５－１３２０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
�別市�別、西�別町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流


 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を北海道空知総合振興局札幌建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道渡島総合振興局告示第１１５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年１１月２２日

北海道渡島総合振興局長 永 井 正 博
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 除雪トラック（１０ｔ専用６×６） １台
（除雪トラック（１０ｔ専用６×６）１台と交換）

� ロータリー除雪車（１．３m／７００ｔ） １台
２ 落札を決定した日
平成２３年１１月７日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 ＵＤトラックス北海道株式会社
イ 住 所 札幌市厚別区厚別中央２条２丁目１番１号
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�ア 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
イ 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号

４ 落札金額
� ３６，７５０，０００円
� １０，７６２，５００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年９月２７日付け北海道渡島総合振興局告示第９９号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号

北海道上川総合振興局告示第１１９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年１１月２２日

北海道上川総合振興局長 窪 田 毅
１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
Ａ重油 １３，７００リットル

２ 落札を決定した日
平成２３年１０月６日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 北海丸油株式会社
� 住 所 旭川市宮下通１５丁目１２０１－１
４ 落札金額
６９円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年９月９日付け北海道上川総合振興局告示第９４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道上川総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 旭川市永山６条１９丁目１番１号

北海道留萌振興局告示第７９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２３年１１月２２日
北海道留萌振興局長 竹 谷 千 里

１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� ロータリ除雪車（２．２m・２，３００ｔ） １台
（ロータリ除雪装置（１３ｔ汎用、カプラ）１台と交換）

� 除雪ドーザ（１３ｔ級） １台
２ 落札を決定した日
平成２３年１１月７日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
イ 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号

�ア 氏 名 北海道川重建機株式会社
イ 住 所 北広島市大曲中央１丁目２番地２

４ 落札金額
� １８，９７３，５００円
� １４，６６８，５００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年９月２７日付け北海道留萌振興局告示第６６号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 留萌市住之江町２丁目１番２号

北海道十勝総合振興局告示第９６号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年１１月２２日

北海道十勝総合振興局長 徳 長 政 光
１ 落札に係る物品等の名称（１キログラム当たりの単価）及び調達予定数量
� 液状凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液） ４５６，０００キログラム
� 粒状凍結防止剤（塩化ナトリウム） ４５０，０００キログラム
２ 落札を決定した日
平成２３年１０月２５日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 株式会社安全資材
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イ 住 所 帯広市西２４条南２丁目２０番地１
�ア 氏 名 道東塩業株式会社
イ 住 所 釧路市星が浦南１丁目６番３号

４ 落札金額
� ３３．００円
� ２４．９０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年９月１３日付け北海道十勝総合振興局告示第７９号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目１番地

北海道十勝総合振興局告示第９７号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年１１月２２日

北海道十勝総合振興局長 徳 長 政 光
１ 落札に係る物品等の名称（１キログラム、１袋及び１立方メートル当たりの単価）及び
調達予定数量
� 砕石（粗砂）の１ｔフレキシブルコンテナパック ７５０，０００キログラム
� 砕石・焼砂（粗砂）混合の荷姿（バラ積み・凍結防止剤混合）

７５０，０００キログラム
� 砕石・焼砂（粗砂）混合の荷姿（１ｔフレキシブルコンテナパック）

３０，０００キログラム

 焼砂（粗砂）バラ積み ３００，０００キログラム
 焼砂（粗砂）４�袋詰 ２０，０００袋
� 焼砂（粗砂）バラ積み １００，０００キログラム
� 焼砂（粗砂）バラ積み ３００，０００キログラム
� 焼砂（粗砂）０．５ｔフレキシブルコンテナパック ２０，０００キログラム
� 焼砂（粗砂）４�袋詰 １，０００袋
� 焼砂（粗砂）４�袋詰 ８，０００袋
� 生砂のバラ積み（１�当たりの単価） １５０立方メートル
２ 落札を決定した日
平成２３年１０月２５日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�及び
ア 氏 名 北海道道路保全株式会社
イ 住 所 帯広市西２３条北１丁目１番１６号

� １の�、�及び�から�まで
ア 氏 名 音更運輸工業株式会社
イ 住 所 河東郡音更町木野大通西５丁目２番地

� １の

ア 氏 名 青木建設株式会社
イ 住 所 河西郡芽室町東１１条１０丁目１番地


 １の�
ア 氏 名 株式会社鈴建興業
イ 住 所 帯広市西１６条北２丁目２４番１６号

 １の�
ア 氏 名 道東舗道株式会社
イ 住 所 足寄郡足寄町郊南１丁目１２番地１

� １の�
ア 氏 名 株式会社道栄運輸
イ 住 所 河東郡鹿追町西町３丁目３番地

４ 落札金額
� １４．９０円
� １１．６０円
� １４．７０円

 ８．７０円
 ２１０．００円
� ７．５０円
� ８．８０円
� １５．５０円
� ２４０．００円
� ２３０．００円
� ２，３００．００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年９月１３日付け北海道十勝総合振興局告示第８０号
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７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目１番地

北 海 道 公 報 第����号 ２９平成２３年１１月２２日（火曜日）


